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野田市個人情報の保護に関する法律施行条例（案）に対する意見募集の結果につ

いて 

 

 

 パブリック・コメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとおり

です。 

 

１ 政策等の題名 

  野田市個人情報の保護に関する法律施行条例（案） 

 

２ 意見の募集期間 

   令和４年１０月１２日（水曜日）から令和４年１１月１０日（木曜日）まで 

 

３ 意見の募集結果 

①提出者数・意見数       ４人 １１件 

②提出方法      直接持参 ２人  ５件 

           郵送   ０人  ０件 

           ＦＡＸ  １人  ３件 

           Ｅメール １人  １件 

           電子申請 １人  ２件 

          （同一人の異なる方法による提出がある。） 

③政策等に反映した意見         １件 

 

４ 意見の概要と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

 改正手法に対する意見 

１ 附則第５条以下については、野

田市情報公開条例の改正、野田市

情報公開・個人情報保護審査会条

例の改正に関する内容であるの

だから今回新設される野田市個

人情報の保護に関する法律施行

条例の附則に含むべきものでは

ないのではないか。本来、野田市

個人情報の保護に関する法律施

行条例の新設と同時並行で野田

市情報公開条例の改正、野田市情

報公開・個人情報保護審査会条例

の改正事務を進め、それぞれのパ

ブリックコメント手続も行うべ

きではないか？ 

 本案は、野田市個人情報の保護

に関する法律施行条例が制定さ

れることと合わせて、関連する制

度に係る２条例を附則により改

めるものです。 

 御意見を受けて、２条例の改正

についても意見募集の対象であ

ることを明確にするため、１０月

１４日に意見を募集する趣旨を

修正し、「本案は、野田市情報公

開条例及び野田市情報公開・個人

情報保護審査会条例の改正を含

んでおり、当該改正に係る御意見

を含めて募集しています。」と追

記しました。 

修正無し

（ただ

し、パブ

リック・

コメント

手続の意

見を募集

する趣旨

は修正

（追記）

した。 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

野田市情報公開条例の改正案、

野田市情報公開・個人情報保護審

査会条例の改正案（以下、「関連

２条例改正案」という）の内容の

一部について附則第５条以下と

して今回のパブリックコメント

対象となっていることになるが、

今後行われるであろう関連２条

例改正案のパブリックコメント

手続との整合はどのように取ら

れるのか？仮に後発の手続で附

則第５条以下に修正の必要が生

じたら、また再度手続をすること

になるのか？ 

そもそも「関連２条例改正案」

のパブリックコメント手続は別

途されるのか？ 

 「自己情報コントロール権の尊重」に対する意見 

２ 概要資料で述べられているよ

うに、個人情報保護委員会の「自

己情報コントロール権の保障」の

条文は設けず内部的な運用とし

て判断要素とすることは妨げら

れないとの見解を受けて、市は運

用の手引に具体的に尊重するた

めの運用を記載するのであれば、

第３条の文末を「尊重するよう努

めなければならない」という努力

義務表現に留めず、「尊重するよ

う運用を定めなければならない」

と積極表現にすべきと考える。 

個人情報保護委員会の見解は、

「目的外提供について法の規定

と重複する内容を規定するもの

であり、規定の競合に伴う混乱を

排除するため、これらの規定を改

正法の施行後の施行条例で設け

ることはできない」とするもので

すが、前提として、改正個人情報

保護法が、個人情報保護と情報の

流通の両立に必要な全国的な共

通ルールを法律で設定すること

を趣旨としており、そのため、独

自の保護措置は、法律の範囲内

で、必要最小限のものに限り、条

例で定めることができることと

なります。その観点から、地方公

共団体が条例で定めることが想

定される事項については、改正法

に規定が設けられています。その

ため、個人情報保護や情報の流通

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

に直接影響を与える事項につい

て、改正法に特段の規定がないも

のを条例で定めることは想定さ

れていません。その上で、単なる

内部規律にすぎない事項（個人情

報ファイル保有の際の長への報

告等）など、個人情報保護や情報

の流通に直接影響を与えない事

項については、改正法に特段の規

定がない場合でも条例で定める

ことを妨げるものではないとの

ことであったことから、国に条例

で独自の規定を置くことが可能

かを確認したところ、条例への規

定はできないとの意見でした。こ

のことから、条例には、規定が許

容されるとされている理念規定

を置くこととしたものです。 

御意見のあった「運用を定めな

ければならない」との規定につい

ては、理念規定の範疇を超え、条

例に具体的な義務を規定するこ

とになるため、許容されません。 

運用については、手引にしっか

りと記載し、提供についての判断

要素としてまいりたいと考えて

います。 

３  第３条について、「自己情報コ

ントロール権の尊重に努めなけ

ればならない」としており、法と

の関係で条例表現に気を遣って

いる努力を認めるものの、実際に

その姿勢を担保するための措置

が必要ではないか。 

条例案の概要に記載したとお

り、条例には規定できない代わり

に、内部的運用を定める手引等に

具体的な手続を記載し、運用して

まいりたいと考えています。 

修正無し 

４ 第３条の「市民の自己情報コン

トロール権の尊重に努めねばな

らない」という理念的な表現は曖

昧な言葉です。前の「…コントロ

No.３に同じです。 修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

ール権の保障」という言葉の方が

確かに重みと責任感と義務感が

伝わってきました。法の規定がな

いということでの変更とあるが

条例は国の法で及ばない、抜け落

ちてしまうものを補足する、きめ

細かさを求めて策定されるもの

だと理解する。とすると、それが

抜けてしまうと、どうやって具体

的に守られるのか細かく明記す

る必要があるのではないか。どう

思いますか。 

 情報公開条例の開示決定期限に対する意見 

５ 附則第５条の情報公開条例第

１０条、１１条の変更について

は、以下の理由により撤回すべき

です。 

(1) 個人情報保護法、情報公開法

においてそれぞれ３０日、６０

日とされていることから単純

に忖度・追従したものと推測さ

れるが、情報公開法と野田市情

報公開条例は上下の関係にな

く、それぞれ独立した法令であ

り、法との整合を取る必要はな

い。 

(2) 各地方自治体の情報公開条

例は、情報公開法に先行し市民

の知る権利にのっとり独自に

制定されたものであり、その経

緯と理念を尊重すべきである。 

(3) 私のこれまでの野田市への

開示請求実績は総数で１５０

件を超えるが、開示請求から開

示決定まで早くて７日程度で

開示決定され、そのほとんどが

１５日以内で事務処理されて

おり、何らかの理由で期限延長

情報公開条例上の開示決定期

限を法（個人情報保護法）に合わ

せたいと考えるのは、情報公開条

例に基づく行政文書開示請求の

制度が、個人情報保護法と同じ

く、「請求に基づいて、市の保有

する文書から開示対象となる文

書を特定し、文書の特定後、不開

示情報がないかを精査して、開示

等の決定を行う制度である」とい

う点において、事務作業が共通し

ているため、個人情報保護制度と

の整合を取りたいという理由が

ありました。 

そのこととあわせて、情報公開

条例に基づく開示請求について

は、令和元年度からの３年半で、

１０８件の請求のうち、５４件

で、開示等決定までに１５日ちょ

うどを要しているという現状が

あり、現在の１５日以内のスケジ

ュールは余裕のないものになっ

ていることから、個人情報保護制

度との整合を取り、かつ余裕のあ

るスケジュールにより他の事務

 現行の

情報公開

条例の当

初の開示

期限１５

日を５日

間延ばし

て２０日

に、延長

可能期限

３０日を

５日間短

くして２

５日と、

合わせて

４５日間

の最大延

長期限は

維 持 す

る。 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

となった件数は数えるほどし

かない。この事実から評価すれ

ば、現状の１５日間でも事務負

担が重いなどの事務処理上の

問題もなく延長の必要性がな

いことが明らかである。 

(4) そもそも現状でも、何らかの

理由による３０日限度による

延長や大量文書の請求による

４５日限度による延長と相当

分の開示決定と十分な期限延

長が定められているから、これ

までの実績に照らしてもこれ

らの規程を変更してさらに延

長することに必要性がない。 

(5) 野田市情報公開条例が「市民

による行政の監視と参加を一

層促進し、公正で民主的な市政

の発展に寄与することを目的

とする。」と同条例の目的と定

めているところであり、開示決

定までの期限を延長すれば、そ

れを制限することになるから

安易に延長すべきではない。 

具体的に例示すれば、これま

で私は一定の目星をつけた事実

についてまず調査・確認するた

めに開示請求によって行政文書

を入手し、それを手掛かりに分

析・検討を行い、そして更に追

加で開示請求を行い追加入手し

た行政文書によって事実関係を

補強して行くという手法によっ

て野田市の問題点を明らかに

し、市政メール、議会陳情、住

民監査請求、行政訴訟、民事訴

訟によって問題提起をし、少な

からず市政改善に貢献してき

に支障を与えず適正な開示等決

定をすることができるよう、情報

公開条例の開示等の決定期限を

個人情報保護制度に合わせる案

としたいと考えていました。 

しかしながら、単に個人情報保

護制度との整合を図ることにつ

いて反対であるとのパブリッ

ク・コメント手続の御意見を踏ま

え、情報公開条例の改正案を修正

します。 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

た。 

このように開示請求は単発で

完結するものではなく、多重に

繰り返す必要があり、開示決定

までの期間の延長は結果的にそ

れに制限を掛けることとなる。 

特に住民監査請求は、支出行

為から１年間という請求期限が

あることから、開示決定までの

期間の延長は、請求の立案、請

求書の作成、証拠の準備に直接

影響を与えることになる。 

また、過去に私が提起した野

田市を相手方とした訴訟におい

ては、２か月周期で裁判期日の

設定が行われていたが、提出さ

れた準備書面を熟読・分析・検

討し、必要に応じて反論の証拠

として行政文書を開示請求し、

反論を記述するとともに書証と

して提出することを本人訴訟と

して自ら行った経験からすれ

ば、その作業は現状の１５日間

でも厳しいものがあった。 

６ 附則第５条中情報公開条例第

１０条第１項及び第１１条を改

める改正について、現行のままと

すべき。 

No.５に同じです。 修正無し 

７ 開示等決定の期限 

第１０条３０日以内、第１１条

６０日以内 

下線部分、現行ではそれぞれ１

５日、４５日のものを変更する案

には反対です。 

野田市は国に先行して、市民の

利益に沿った内容の条例を独自

に制定していました。これまでも

問題なく運用されており、特別な

No.５に同じです。 修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

理由がある場合は期限延長も定

められています。 

国の法規程は最低ラインを示

すものであり、市民の便益を考え

れば、決定期限はできうる限り短

い方が良いことは自明の理です。

提出期限のある書類を作成する

ために必要な文書を開示請求し

た場合、開示までの期間が長すぎ

れば、それを分析、検討する時間

が不充分であったり、間に合わな

いなどの事態も起こりかねない

と危惧します。 

自治体が法以上にその利便性

を高め、上乗せすることは市民の

知る権利を尊重した野田市の独

自性と理念に沿うものであり、国

が禁ずるものではないと考えま

す。 

むしろ、地方自治の観点から、

又条例の目的であるところの「市

民の市政に対する理解と信頼を

深める」ためにも後退させるべき

ではないと思います。 

 野田市情報公開・個人情報保護審査会への諮問についての意見 

８ 第７条について、審査会への諮

問については、第３条での意見同

様、法規定に関わらずこれまでの

手続を維持するための措置を担

保すべき。 

現行条例においては、個人情報

の取得、利用、提供、電子計算機

結合等において、審査会の意見を

あらかじめ聴かなければならな

いとしていましたが、国は法のガ

イドラインにおいて「個人情報の

取得、利用、提供、オンライン結

合等について、類型的に審議会等

への諮問を要件とする条例を定

めてはならない」としておりま

す。また、「条例以外の規則や規

程などにより規定する場合であ

っても、個別の案件の処理に関し

修正なし 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

て審議会等への報告や意見聴取

を要件化するようなものは、個別

案件における個人情報の取扱い

について、類型的に審議会等への

諮問を行うものに類するものと

して、許容されません。」との見

解を示しています。 

このため、現行条例のような手

続を要件とすることはできませ

んが、条例第７条で個人情報の取

扱いに関する運用上の細則を定

める際に諮問し、又は条例第４条

で適宜参考意見を求めることが

できるよう規定し、運用してまい

りたいと考えています。 

９ 第７条のこれまでの審査会へ

の諮問について良くわからない

が、従来の審査会が維持されるの

でしょうか。廃止されるのでしょ

うか。心配する方もいます。維持

して欲しい。 

行政内部で問題が生じた時、責

任問題が絡み、問題の確証にせま

れません。部外者の第三者を入れ

て客観的な見方の出来る諮問会

を開かれるシステムも欲しい。 

No.８に同じです。 修正なし 

 情報公開制度における審理員制度についての意見 

10 情報公開条例第１５条の３を

加える改正について、審理員制度

は現行のままで。長引くとの考え

もあろうが、審査会とは別の第三

者の目は必要なので、これまでど

おりとされたい。 

審査請求に関する一般法であ

る行政不服審査法では、平成２８

年の改正に伴い、審査請求の審理

手続を担当する審理員の制度が

導入されました。 

野田市においては法律に特別

の規定がない限り、全面的にその

制度を取り入れていましたが、一

方で、国や多くの他団体では、情

報公開及び個人情報保護の分野

では、かねてから野田市でいう情

修正なし 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

報公開・個人情報保護審査会のよ

うな専門性の高い附属機関によ

り不服申立ての処理が行われて

きた経緯から、審理員制度を適用

しないこととしていました。 

また、多くの他団体におけるそ

のような経緯から、今回、個人情

報保護法の適用に伴い、各地方公

共団体の機関における個人情報

保護制度上の開示請求、訂正請

求、利用停止請求に係る決定等に

対する審査請求に関して、審理員

による審理手続が除外されるこ

ととなっています。 

国の説明によると、「いわゆる

インカメラ審理（対象となる文書

等の提出を求めること）及びヴォ

ーン・インデックス（対象となる

文書等に記録されている情報の

内容を分類・整理した資料の提出

を求めること）により、情報公

開・個人情報保護審査会が直接に

争点となっている保有個人情報

を見分し、開示可否を判断するも

のであり、審査請求人が開示を求

める理由・背景とは直接に関係な

く、当該保有個人情報が開示でき

るか否かを客観的に決定するも

のであるため、審理員を指名して

審理関係人から意見を聴取等す

る現実的必要性は認められない。

また、情報公開・個人情報保護審

査会が必要と認める場合に、意見

の聴取等を行うことは可能であ

り、審理員による審理を経ないで

直ちに情報公開・個人情報保護審

査会に諮問する方が、審理の迅速

化につながり、争訟経済の観点か
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

らも適切である。」とのことです。 

野田市では、制度の始まった平

成２８年度からこれまで、情報公

開・個人情報保護制度に係る審査

請求案件のうち１０件（情報公開

制度９件、個人情報保護制度１

件）において審理員手続を終結さ

せましたが、その手続の期間につ

いては、２か月が１件、２か月半

が２件、３か月が４件、４か月が

１件、６か月が２件となってお

り、１０件の平均は、３．５か月

です。この後審査会に諮問され、

答申を得るまでに審理員手続と

同様の手続があり、これに概ね３

か月から６か月程度掛かる状況

を踏まえると、手続の迅速化を実

現するためには審理員手続の除

外は必要なことであり、情報公開

条例に基づく決定に対する審査

請求についても同様であると考

えています。 

 その他 

11 デジタル情報社会、国が情報の

一元化を目指す、言葉悪いが人を

管理しやすくコントロールする

為か、中国のようなデジタル管理

社会だけはやめてもらいたい。国

が考える都市ぐるみ、外国大手の

デジタル民間企業にプライバシ

ーを全部管理させる「スーパーシ

ティ構想」をも含む話なのだと思

う。 

便利社会はどこか、なぜか怪し

い。人間は悪いことはしないとい

う性善説も昔から信じられない。

ありえません。人間は金銭欲と権

力欲、または巧みな罠によって追

保有個人情報の漏えい、滅失又

は毀損の防止等については、法第

６６条により安全管理措置を講

ずることが義務付けられていま

す。また、条例第７条第２号及び

第３号の規定に基づいて、措置の

基準を定めようとする場合及び

個人情報の取扱いに関する運用

上の細則を定めようとする場合

には野田市情報公開・個人情報保

護審査会に専門的な知見に基づ

く意見を聴取することができま

すので、これらの規定の下に、市

民の個人情報を保護するための

取組を行ってまいります。 

修正なし 
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い詰められ悪いこと、考えられな

いことをする動物です。その前提

にたってこの条例案を考えてい

ます。 

 

必ず情報は漏洩するだろう。そ

の為に対策をお願いします。今の

デジタル情報社会ではこの一昔

前のアナログ社会で作られた条

例案で本当に対応出来るかは疑

問でもあります。話が飛躍するか

もしれませんが、こういう枠に入

らない集団が暗躍している国際

グローバル時代です。やはりデジ

タルで繋がって行く社会には落

とし穴があります。見えないとこ

ろで侵入されてしまいます。そう

いう対策もお願いします。 

 

野田市は個人情報保護規定が

他市より進んでいると聞きます。

その規定がデジタル社会で国優

先の情報保護法にならないよう

にお願いします。法の規制から抜

け落ちてしまうものを細かく補

うのが条例です。地方は地方の目

線でしっかりと市民生活、暮らし

を守ってください。分からない事

が多いので、私も、もっと勉強し

てみます。 
 

 


